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1. 流域の概要 

 天神川
てんじんがわ

は、鳥取県のほぼ中央部を貫流する鳥取県三大河川の一つで、その水源を鳥取県東
とう

伯
はく

郡
ぐん

三朝町
みささちょう

の津黒
つ ぐ ろ

山(1,118m)に発し福本
ふくもと

川，加谷
か た に

川，三徳
み と く

川の小支川を合わせて北流し、倉吉
くらよし

市にお

いて小鴨
お が も

川と合流し、湯梨浜
ゆ り は ま

町，北栄
ほくえい

町にて日本海に注ぐ、流域面積 490km2の一級河川である。 

 南北に流れる天神川本川は流路延長は 32km であるのに対して、東西の幅が 42km もあり、全体

として東西にのびた菱形の流域形状となっている。流域に占める山地面積率は約 89％と高く、平

地は狭い谷底平地と低い河岸段丘として点在しているにすぎない。 

天神川流域では古くから農業や繊維製品の生産がさかんであるとともに、豊富な山林資源を利

用した林業、家畜の飼育などが行われてきた。また、流域の中上流を構成する三朝町や倉吉市

関金町
せきがねちょう

では、ラジウムの含有量が多いことで知られる三朝温泉、関金温泉といった温泉地が川沿

いに位置している。大山
だいせん

隠岐
お き

国立公園および三朝東郷湖
とうごうこ

県立公園の一部が流域に位置しており、

自然の観光資源にもめぐまれるとともに、鳥取県中部の社会経済の基盤をなしていることから、

本水系の治水・利水・環境についての意義は極めて大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1   天神川流域図 
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2. 天神川水系の水利用の現状 
天神川の河川水は、古くから農業用水、水道用水として広く利用されてきたが、本川の上流区

間や三徳川では、急峻な河川勾配を利用した発電用水の取水も行われている。現在は農業用水の

利用の他、水道用水として倉吉市、三朝町に供給されているが、工業用水の取水は行われていな

い。 

 

表 2-1      天神川水系の水利権       (m3/s) 

 

 

 

 

 

 

項　目 区　分 件　数
最大取水量
（m3/s）

適　用

発電用水 法 8 12.498

水道用水 法 2 0.112

工業用水 － － － 水利権なし

法 23 5.825

慣 209 －

雑用水 法 1 0.044

計 243 －

農業用水

　法：河川法第23条の許可を受けたもの
　慣：河川法施行以前から存在する水利権

かんがい面積 約5,600ha
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（許）鳥取中部ふるさと広域連合
し尿処理用水(0.044) 

（慣）不入岡頭首工

5k 

（慣）輪王寺頭首工 

8.91k 上流端 

（慣）北条用水 

（許）倉吉市水道 
（0.099) 

（慣）羽合堰 

5k 

10k 5k 

10k 
（許）福山大口用水 

（許）生竹大口用水 

15k 

16.2k 上流端

2.2k 上流端

（許）三朝町水道（0.013)

14.56k 上流端 

天
神
川

三徳川 

小鴨川

小
鴨
川

国府川 

天
神
川 

日本海

「生竹福山大口用水」と
して一件の許可(1.743) 

：上水道用水 

：雑 用 水 

：農 業 用 水 

三徳川

国府川 

小
鴨
川

（許）北条砂丘畑地 
かんがい用水(0.895)

許可水利権の数字は 
最大取水量を示す 
単位：m3/s 

図 2-1    天神川水系の主要な水利使用模式図 
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3. 水需要の動向 
天神川の流域関連市町村人口については、98,420 人（H7 国勢調査）から 96,244 人（H12 国勢

調査）、93,668 人（H17 国勢調査速報値）と減少傾向にある。また、製造品出荷額についても、

119,636 百万円（H10 工業統計調査）から 96,118 百万円（H15 工業統計調査）となっている。 

ライフスタイルの変化や公共下水道・農業集落排水事業の普及により、一人当たりの水需要は

増加すると見込まれるものの人口減少の影響もあり、天神川流域の水利用の将来の動向としては、

現状程度もしくは若干の減少傾向を示すことが予想される。 
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4. 河川流況 
 基準地点小田における昭和 42 年から平成 15 年の過去 37 年間の流況を見ると、表 4-1 に示すと

おりであり、平均渇水流量は小田地点で 4.5m3/s、平均低水流量で 11.9m3/s となっている。 
 

表 4-1  小田地点流況表 

 河川：　　天神川本川 観測所：　小田 流域面積（ｋｍ2）：　　464.0

豊水流量

  （ｍ3/ｓ）

平水流量

  （ｍ3/ｓ）

低水流量

  （ｍ3/ｓ）

渇水流量

  （ｍ3/ｓ）

最小流量

  （ｍ3/ｓ）

年平均流量

 （ｍ3/ｓ）

45.6 31.2 18.6 2.8 0.2 38.4

37.1 26.5 22.2 12.6 1.9 32.2

32.7 22.0 15.6 5.4 2.8 26.2

30.5 22.8 17.1 7.8 5.7 27.3

23.5 52.0 9.8 6.1 3.2 25.3

25.2 18.9 13.2 4.6 2.1 27.3

24.9 14.9 6.1 2.0 1.5 17.2

27.3 16.8 10.5 4.4 2.8 22.5

38.7 26.6 18.8 10.7 8.5 32.8

33.0 25.3 19.0 5.1 2.0 30.9

29.5 19.9 16.0 3.2 1.2 26.1

33.2 21.3 6.8 1.1 0.2 24.3

26.9 18.2 12.3 2.8 1.8 24.8

30.2 22.4 18.1 9.1 6.1 27.9

26.6 18.4 13.5 5.5 3.6 22.5

25.8 16.6 9.8 2.0 0.8 21.3

27.1 19.3 13.0 6.0 3.5 26.1

20.6 13.1 6.6 3.5 2.7 18.3

28.3 14.5 9.5 3.7 3.2 25.1

20.5 11.3 7.1 4.0 1.8 17.5

24.0 16.9 10.1 5.5 2.2 22.8

27.7 18.5 14.5 9.0 5.1 23.5

28.5 18.1 12.2 5.6 3.6 24.8

30.3 19.3 10.1 2.4 1.6 28.9

29.4 19.8 13.0 7.8 5.9 23.6

24.8 17.1 11.1 4.4 2.6 19.8

27.0 19.8 13.2 4.1 2.1 24.6

21.0 12.9 4.1 0.8 0.4 16.6

28.5 19.0 7.5 4.6 1.1 22.3

22.1 15.5 12.1 2.9 0.9 19.2

28.7 18.0 14.2 2.9 0.4 29.3

25.3 16.1 9.8 1.9 1.2 25.0

20.3 13.3 8.0 2.7 2.2 17.7

24.1 15.6 7.6 1.8 1.4 19.5

27.9 17.5 12.0 2.9 1.8 24.5

18.0 9.7 4.9 0.6 0.1 13.3

26.6 18.8 11.6 5.6 3.5 21.5

18.0 9.7 4.1 0.6 0.1 13.3

27.6 19.4 11.9 4.5 2.5 24.1

1.8 37ヶ年第4位

最　小

平　均

1／10渇水

水系：天神川

　　　　　　　流量
年

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

2003

1999

2000

2001

2002

1995

1996

1997

1998
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5. 河川水質の推移 
天神川における環境基準類型指定状況を表5-1および図5-1に、河川水質の推移を図5-2に示す。

天神川水系の水質は清澄であり、近年では環境基準値（BOD75%値）を概ね満足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 5-1  天神川水系の水質観測所と環境基準の類型指定状況 

表 5-1  環境基準類型指定状況 

水域の範囲 類型 達成期間 指定年月日 

天神川下流 
（小鴨川との合流点から下流） 

AA イ 

天神川上流 
（小鴨川との合流点から上流） 

A イ 

昭和 46 年 9月 14 日 

達成期間：（イ）＝直ちに達成 
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（年）

0

1

2

3

4

5

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

小田（天神川）

環境基準A類型BOD2mg/l

BO
D7
5％
値
(m
g/
l)

（年）
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1
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大原（天神川）

環境基準AA類型BOD1mg/l

BO
D7
5％
値
(m
g/
l)

（年）

0

1

2

3

4

5

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

今泉（天神川）

環境基準AA類型BOD1mg/lBO
D7
5％
値
(m
g/
l)

（年）

図 5-2    水質(BOD75％値)経年変化(天神川) 
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6. 流水の正常な機能を維持するために必要な流量の検討 
流量の正常な機能を維持するために必要な流量の設定に関する基準地点は、以下の点を勘案して

小田地点とする。 

 

1) 流量の管理・監視が行いやすいこと 

2) 水文資料が長期にわたり得られること 

3) 流域内の最大支川である小鴨川合流後であり、水系全体の流況管理に適した地点であること 

 

流水の正常な機能を維持するために必要な流量については、表 4-1 に示す河川流況，表 2-1 に示

す水利使用を勘案し、「動植物の生息地または生育地の状況」，「景観」，「流水の清潔の保持」

等の各項目についてそれぞれ検討した。 

その結果、各項目ごとの小田地点における必要流量は、表 6-1 のとおり「動植物の生息地または

生育地の状況」及び「漁業」については、非かんがい期 1：2.2m3/s、かんがい期 1：1.8m3/s、かん

がい期 2：1.8m3/s、かんがい期 3：1.8m3/s、非かんがい期 2：2.2m3/s、「景観」については、非か

んがい期 1：1.9m3/s、かんがい期 1：0.5m3/s、かんがい期 2：0.5m3/s、かんがい期 3：0.5m3/s、

非かんがい期 2：1.3m3/s、「流水の清潔の保持」については、非かんがい期 1：1.8m3/s、かんがい

期 1：0.2m3/s、かんがい期 2：0.2m3/s、かんがい期 3：0.2m3/s、非かんがい期 2：1.1m3/s となっ

た。それぞれの期間についての最大値は、非かんがい期 1：2.2m3/s、かんがい期 1：1.8m3/s、かん

がい期 2：1.8m3/s、かんがい期 3：1.8m3/s、非かんがい期 2：2.2m3/s であり、このことから正常

流量を小田地点において、通年で概ね 2m3/s とする。 
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表6-1(1)　　流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討（1/5）

区　間
維持流量
（m3/s）

①動植物の生息地
　または生育地の状況

小鴨川合流点～
三徳川合流点

（竹田橋上流地点）
1.5 2.2 ｻｸﾗﾏｽの移動に必要な水深30cmを満た

すために必要な流量

②景観
三徳川合流点～
三朝町本泉地先

（河戸橋下流地点）
0.2 1.9

ｱﾝｹｰﾄ調査による半数以上の人が渇水
時にも許容できる景観を満たすために
必要な流量

③流水の清潔の保持
三徳川合流点～
三朝町本泉地先
（今泉地点）

0.1 1.8 渇水時にも環境基準値の2倍値を満足
するために必要な流量

④舟運 － － － 小規模な舟運のみであり問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑤漁業
小鴨川合流点～
三徳川合流点

（竹田橋上流地点）
1.5 2.2 動植物の生息地または生育地の状況か

らの必要流量に準じた値

⑥塩害の防止 － － － 潮止堰が存在し塩害の問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑦河口閉塞の防止 － － － 河口閉塞による問題は発生していない
ため、必要な流量は設定しない

⑧河川管理施設の保護 － － － 対象となる河川管理施設は無いため、
必要な流量は設定しない

⑨地下水位の維持 － － －
河川水水位の影響を受けて問題を生じ
ることはないため、必要な流量は設定
しない

小田地点で
必要な流量
（m3/s）

決定根拠等

非かんがい期１（1/1～4/19)

検討項目
維持流量※

表6-1(2)　　流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討（2/5）

区　間
維持流量
（m3/s）

①動植物の生息地
　または生育地の状況

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（大塚橋上流地点）

1.8 1.8 ｳｸﾞｲの産卵、ｻｸﾗﾏｽの移動に必要な水
深30cmを満たすために必要な流量

②景観

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（天神橋上流地点）

0.5 0.5
ｱﾝｹｰﾄ調査による半数以上の人が渇水
時にも許容できる景観を満たすために
必要な流量

③流水の清潔の保持

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点
（小田地点）

0.2 0.2 渇水時にも環境基準値の2倍値を満足
するために必要な流量

④舟運 － － － 小規模な舟運のみであり問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑤漁業

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（大塚橋上流地点）

1.8 1.8 動植物の生息地または生育地の状況か
らの必要流量に準じた値

⑥塩害の防止 － － － 潮止堰が存在し塩害の問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑦河口閉塞の防止 － － － 河口閉塞による問題は発生していない
ため、必要な流量は設定しない

⑧河川管理施設の保護 － － － 対象となる河川管理施設は無いため、
必要な流量は設定しない

⑨地下水位の維持 － － －
河川水水位の影響を受けて問題を生じ
ることはないため、必要な流量は設定
しない

※基準地点の流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、流入量や取水量・還元量等の水収支を考慮した上で、区間ごとの
　維持流量を満たすように設定するが、その際に当該必要流量を支配することになる区間の維持流量を記載している。

検討項目
維持流量※ 小田地点で

必要な流量
（m3/s）

決定根拠等

かんがい期１（4/20～6/14）
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表6-1(3)　　流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討（3/5）

区　間
維持流量
（m3/s）

①動植物の生息地
　または生育地の状況

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（大塚橋上流地点）

1.8 1.8 ｻｸﾗﾏｽの移動に必要な水深30cmを満た
すために必要な流量

②景観

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（天神橋上流地点）

0.5 0.5
ｱﾝｹｰﾄ調査による半数以上の人が渇水
時にも許容できる景観を満たすために
必要な流量

③流水の清潔の保持

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点
（小田地点）

0.2 0.2 渇水時にも環境基準値の2倍値を満足
するために必要な流量

④舟運 － － － 小規模な舟運のみであり問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑤漁業

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（大塚橋上流地点）

1.8 1.8 動植物の生息地または生育地の状況か
らの必要流量に準じた値

⑥塩害の防止 － － － 潮止堰が存在し塩害の問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑦河口閉塞の防止 － － － 河口閉塞による問題は発生していない
ため、必要な流量は設定しない

⑧河川管理施設の保護 － － － 対象となる河川管理施設は無いため、
必要な流量は設定しない

⑨地下水位の維持 － － －
河川水水位の影響を受けて問題を生じ
ることはないため、必要な流量は設定
しない

かんがい期２（6/15～7/4）

検討項目
維持流量※ 小田地点で

必要な流量
（m3/s）

決定根拠等

表6-1(4)　　流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討（4/5）

区　間
維持流量
（m3/s）

①動植物の生息地
　または生育地の状況

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（大塚橋上流地点）

1.8 1.8 ｻｸﾗﾏｽの移動に必要な水深30cmを満た
すために必要な流量

②景観

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（天神橋上流地点）

0.5 0.5
ｱﾝｹｰﾄ調査による半数以上の人が渇水
時にも許容できる景観を満たすために
必要な流量

③流水の清潔の保持

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点
（小田地点）

0.2 0.2 渇水時にも環境基準値の2倍値を満足
するために必要な流量

④舟運 － － － 小規模な舟運のみであり問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑤漁業

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（大塚橋上流地点）

1.8 1.8 動植物の生息地または生育地の状況か
らの必要流量に準じた値

⑥塩害の防止 － － － 潮止堰が存在し塩害の問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑦河口閉塞の防止 － － － 河口閉塞による問題は発生していない
ため、必要な流量は設定しない

⑧河川管理施設の保護 － － － 対象となる河川管理施設は無いため、
必要な流量は設定しない

⑨地下水位の維持 － － －
河川水水位の影響を受けて問題を生じ
ることはないため、必要な流量は設定
しない

※基準地点の流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、流入量や取水量・還元量等の水収支を考慮した上で、区間ごとの
　維持流量を満たすように設定するが、その際に当該必要流量を支配することになる区間の維持流量を記載している。

決定根拠等

かんがい期３（7/5～9/30）

検討項目
維持流量※ 小田地点で

必要な流量
（m3/s）
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表6-1(5)　　流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討（5/5）

区　間
維持流量
（m3/s）

①動植物の生息地
　または生育地の状況

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（今津堰下流地点）

2.2 2.2 ｱﾕの産卵に必要な流速60cm/sを満たす
ために必要な流量

②景観
三徳川合流点～
三朝町本泉地先

（河戸橋下流地点）
0.2 1.3

ｱﾝｹｰﾄ調査による半数以上の人が渇水
時にも許容できる景観を満たすために
必要な流量

③流水の清潔の保持
三徳川合流点～
三朝町本泉地先
（今泉地点）

0.1 1.1 渇水時にも環境基準値の2倍値を満足
するために必要な流量

④舟運 － － － 小規模な舟運のみであり問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑤漁業

北条砂丘畑地
かんがい用水堰～
小鴨川合流点

（今津堰下流地点）

2.2 2.2 動植物の生息地または生育地の状況か
らの必要流量に準じた値

⑥塩害の防止 － － － 潮止堰が存在し塩害の問題は無いた
め、必要な流量は設定しない

⑦河口閉塞の防止 － － － 河口閉塞による問題は発生していない
ため、必要な流量は設定しない

⑧河川管理施設の保護 － － － 対象となる河川管理施設は無いため、
必要な流量は設定しない

⑨地下水位の維持 － － －
河川水水位の影響を受けて問題を生じ
ることはないため、必要な流量は設定
しない

※基準地点の流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、流入量や取水量・還元量等の水収支を考慮した上で、区間ごとの
　維持流量を満たすように設定するが、その際に当該必要流量を支配することになる区間の維持流量を記載している。

決定根拠等

非かんがい期２（10/1～12/31）

検討項目
維持流量※ 小田地点で

必要な流量
（m3/s）

表6-2 　　流水の正常な機能を維持するため必要な流量の検討検討総括表

（小田地点　　流域面積464km2）

非
かんがい期

１

かんがい期
１

かんがい期
２

かんがい期
３

非
かんがい期

２
①動植物の生息地
　または生育地の状況 動植物の生息生育に必要な流量 2.2 1.8 1.8 1.8 2.2

②景観 良好な景観の維持 1.9 0.5 0.5 0.5 1.3

③流水の清潔の保持 生活環境に係る被害が生じない水質の確保 1.8 0.2 0.2 0.2 1.1

④舟運 舟運の航行に必要な吃水深の確保 － － － － －

⑤漁業 漁業環境の維持に必要な流量 2.2 1.8 1.8 1.8 2.2

⑥塩害の防止 取水地点における塩害の防止 － － － － －

⑦河口閉塞の防止 現況河口の確保 － － － － －

⑧河川管理施設の保護 河川構造物の保護 － － － － －

⑨地下水位の維持 地下水取水に支障のない河川水位の確保 － － － － －

※非かんがい期１：1/1～4/19、かんがい期１：4/20～6/14、かんがい期２：6/15～7/4

　かんがい期３：7/5～9/30、非かんがい期２：10/1～12/31

検討項目 検討内容

小田地点（464km2）
必要な流量（m3/s）
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各項目の必要な流量の根拠は次のとおりである。 

(1) 動植物の保護 

代表魚種は、天神川水系における生息状況調査や有識者・漁協ヒアリング結果からサクラマス、

ヤマメ、オイカワ、カジカ、アユ、サケ、ウグイ、ヨシノボリ類とし、これらの生息・産卵のため

に必要な水深・流量を確保できる流量を、低水流量観測結果を踏まえて算出すると、小田地点で最

大 2.2m3/s となる。 

 

(2) 観光・景観 

 多くの人が目にする機会の多い天神川の景観において、流量規模ごとのフォトモンタージュを作

成の上アンケート調査を実施し、渇水時にも許容できる流量を、被調査者の 50%以上が満足できる

流量として算出すると、小田地点で最大 1.9m3/s となる。 

 

(3) 流水の清潔の保持 

天神川流域の「流域別下水道整備総合計画 鳥取県」に記載のデータを用い、平成 27 年度時点

での将来水質を予測した結果、1/10 渇水流量時（10 年第 1 位）において環境基準値の 2 倍値を満

足する流量を算出すると、小田地点で最大 1.8m3/s となる。 

 

(4) 舟運 

天神川の舟運は、河口部における小規模なレクリェーション利用がなされている程度である。 

また、「動植物の生息地または生育地の状況」および「漁業」からの必要流量を確保する方針で

あり、小規模な舟運であればこの流量程度が確保されていれば、大きな問題は生じないと考えられ

る。 

これらのことから、舟運の確保のための必要流量は設定しない。 

 

(5) 塩害の防止 

天神川の下流部には、潮止堰として「北条砂丘畑地かんがい用水堰」が設置されており、天神川

の流況に起因しての、表流水取水、地下水取水に関する塩害問題は発生していない。 

このため、塩害防止のための必要流量は設定しない。 

 

(6) 河口閉塞の防止 

天神川の河口部は、これまで河口閉塞による漁業や治水上の問題は発生していない。このた

め、河口閉塞防止のための必要流量は設定しない。 

 

(7) 河川管理施設の保護 

天神川水系においては、保護のために河川水量の確保を必要とする河川管理施設は無い。こ

のため、河川管理施設の保護にともなう必要流量は設定しない。 

 

(8) 地下水位の維持 

天神川水系においては、これまで渇水時においても地下水位障害は生じていない。このため、

地下水位の維持からの必要流量は設定しない。 
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天神川 水収支縦断図：非かんがい期 1〈1月 1日～4月 19 日〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天神川 水収支縦断図：かんがい期 1〈4月 20 日～6月 14 日〉 

 

天神川本川・期間Ⅱ(4/20～6/14)
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天神川本川・期間Ⅰ(1/1～4/19)
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天神川 水収支縦断図：かんがい期 2〈6月 14 日～7月 4日〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天神川 水収支縦断図：かんがい期 3〈7月 5日～9月 30 日〉 

 

天神川本川・期間Ⅴ(10/1～12/31)

感潮区間 Ａ区間 Ｂ区間 C区間
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天神川本川・期間Ⅲ(6/15～7/4)

感潮区間 Ａ区間
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天神川本川・期間Ⅳ(7/5～9/30)
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天神川 水収支縦断図：非かんがい期 2〈10 月 1 日～12 月 31 日〉 

 

 

 

天神川本川・期間Ⅴ(10/1～12/31)
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